
 

 

 

 

 

     富士市介護予防・日常生活支援総合事業 

通所介護重要事項説明書 
 

  

 

１ 事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 株式会社 ミルト 

代 表 者 役 職 ・ 氏 名 代表取締役 鈴木 三代 

本社所在地 

電話番号 

静岡県 富士市 鈴川中町 ４番２７号 

０５４５－３２－２０６８ 

法 人 設 立 年 月 日 平成１９年９月４日 

 

２ サービスを提供する事業所の概要 

（１）事業所の名称等 

名 称 ミルトデイサービスセンター 

事 業 所 番 号 指定第一号通所介護 

（指定事業所番号 ２２７２３０１４４７  ） 

所 在 地 〒４１７－００１３ 静岡県富士市鈴川中町４番２７号    

電 話 番 号 ０５４５－３２－２０６８ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０５４５－３２－２０６９ 

通常の事業の実施地域 富士市 

 

（２）事業所の窓口の営業日及び営業時間 

営 業 日 月曜日から金曜日まで 

（１２月３０日から１月３日までを除く。） 

営 業 時 間 午前８時３０分から午後５時３０分まで 

サ ー ビ ス 提 供 時 間 午前９時１５分から 午後４時３０分まで 

 

（３）事業所の勤務体制 

職 種 業務内容 勤務形態・人数 

管理者 ・従業者と業務の管理を行います。 

・従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮

命令を行います。 

常勤兼務 １人 



 

生活相談員 利用申し込みにかかる調整、通所介護計画の作成、生

活相談及び介護その他必要な業務の提供を行います。 

常勤専従  1人 

常勤兼務  1人 

介護職員 必要な日常生活の介助及び援助を行います。 常勤専従 1人以上 

非常勤専従１人以上 

看護職員 利用者の健康管理、相談・助言を行う。 営業日毎  １人 

機能訓練 

指導員 

日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための

機能訓練を行います。 

 

非常勤専従1人以上 

３ サービス内容 

・食事の提供  

・入浴（一般浴）  

・日常生活の世話  

・日常生活動作の機能訓練 ・・・ 日常生活、レクレーションを通じた訓練 

・送迎  

 ・生活相談  

 

４ 利用料、その他の費用の額 

（１）指定第一号通所介護サービスの利用料 

  サービス利用料金は、介護保険法令に定める介護給付費に準拠した金額となり、その明細は月

毎の利用表にて確認いただけます。 

   

指定第一号通所介護サービス利用料 （月額）     

  富士市は地域区分が７級地のため利用単位に１０，１４をかけた金額が利用料となります。 

要支援Ⅰ（週１回まで利用 ）1.798 単位/月  サービス提供体制強化加算（Ⅱ）   ７７単位/月 

要支援２（週２回まで利用） 3.621 単位/月  サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  １４４単位/月 

利用者負担額は、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額です。ただし、介護保険の給付の

範囲を越えたサービス利用は全額負担となります。 

・ 加算 

  介護職員等処遇改善加算Ⅰ      １月の単位数の9.2％      

   

 

 

（２）その他の費用 

送 迎 費 通常の事業所の実施地域にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域にお住まいの方は、送迎に要する費用の実費をご負担

していただきます。 

 

食事代 

（おやつ代含む） 

１日につき 800円 

お む つ 代 １枚につき 100円 

日 常 生 活 費 利用者の希望により提供する日常生活上必要な費用として、実費をご

負担していだきます。 

 



 

５ 利用者負担額、その他の費用の請求及び支払方法 

（１）請求方法  

  ① 利用者負担額、その他の費用は利用月ごとの合計金額により請求します。 

  ② 請求書は、利用月の翌々月15日までに利用者あてにお届けします。 

（２）支払い方法等 

  ① 請求月の27日までに、下記の方法でお支払いください。 

   ・利用者が指定する口座からの自動振替 

  ② お支払いを確認しましたら、領収証をお渡ししますので、必ず保管してください（医療費

控除の還付請求の際に必要となることがあります。） 

 

６ 秘密の保持 

（１）従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及

び従業者でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内

容とします。 

 

（２）利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の個人情報

を用いません。また利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、

サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

 

（３）利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」

を遵守し、適切な取扱いに努めます。 

 

７ 身体拘束、虐待の防止 

  利用者の人権の擁護・虐待の防止・身体拘束廃止等のための研修を実施するとともに、苦情処

理体制の整備を行う他、虐待防止、身体拘束廃止のために必要な措置を実施します。 

（１）研修を通して職員の人権意識の向上、相談できる体制・機会を作ります。 

（２）利用者に対し身体拘束や行動を制限する行為は行いません。但し、利用者の生命または身体

に危険がある場合等緊急やむを得ない場合は家族等へその内容・目的・理由・期間等詳細に説

明し、同意を得た上で行い、心身の状態を観察し、記録します。 

 

８ 衛生管理 

  感染症の予防及びまん延を防止するため、次の措置を講じます。 

（１）感染症の予防及びまん延防止のための従業者に対する研修及び訓練の実施をします。 

（２）その他の感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置（委員会の開催、指針整備等） 

 

９ 業務継続計画の策定等 

  感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し必要

な研修及び訓練を定期的に開催します。 

 

１０ ハラスメント 

  ハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ次の措置を講じるものとします。 

（１）従業者に対するハラスメント指針の周知啓発。 



 

（２）従業者からの相談に応じ、適切に対応するための体制の整備。 

（３）その他ハラスメント防止のための体制の整備。 

 

１１ 緊急時の対応方法 

  サービスの提供中に、利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要があった場合は、速やか

に主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、家族、介護支援専門員等へ連

絡をいたします。 

 

主治の医師 医療機関の名称  

氏 名  

所 在 地  

電 話 番 号  

緊急連絡先 

（家族等） 

氏 名  

電 話 番 号  

 

１２ 事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等

に連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

  また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いたしま

す。 

  なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。 

 

保険会社名  東京海上日動火災保険株式会社 

 

保険名    介護事業者賠償責任補償保険 

 

１３ 非常災害対策 

（１）事業所に災害対策に関する担当者（防火責任者）をおき、非常災害対策に関する取り組みを

行います。 

    防火責任者 ： 取締役 鈴木 修 

（２）非常災害対策に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報、連携体制を整備

し、定期的に職員に周知します。 

（３）定期的に避難、救助その他必要な訓練を行います。 

 

１４ サービス提供に関する相談、苦情 

（１）苦情処理の体制及び手順 

  ア サービス提供に関する相談及び苦情を受けるための窓口を設置します。 

   

イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。 

   ①苦情の受付  ②苦情内容の確認  ③検討会の開催（原因究明、対応策の協議） 

   ④改善の実施  ⑤再発防止及び改善の措置  ⑥苦情申立者に対する報告 

   ⑦解決困難時の関係機関への相談、報告  



 

    

（２）苦情相談窓口 

 

担  当 

電話番号 

受付時間 

受 付 日 

生活相談員  榊原 恵美 

０５４５－３２－２０６８  

午前 ８時30分から午後 ５時30分まで 

月曜日から金曜日まで 

（１２月３０日から１月３日までを除く。） 

  

     

市町村及び国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができます。 

   

   富士市介護保険課       ０５４５－５５－２７６７ 

   沼津市長寿福祉課       ０５５－９３４－４８７３ 

静岡県国民健康保険団体連合会 ０５４－２５３－５５８０ 

 

 

１５ サービスの利用に当たっての留意事項 

   サービスのご利用に当たってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

 

（１）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当

の居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）又は当事業所の担当者へご連絡ください。 

（２）主治の医師から指示事項がある場合は申し出てください。 

（３）気分が悪くなった時は速やかに申し出てください。 

（４）体調不良等によってサービス利用の継続が困難となった場合には、サービス内容や対応につ

いてご相談させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                           令和  年  月  日 

 

 指定第一号通所介護事業の提供開始に当たり、利用者に対して、重要な事項を説明しました。 

 

 

事業者 

 所 在 地 静岡県 富士市 鈴川中町4番27号 

 法 人 名  株式会社 ミルト 

 代表者名 代表取締役 鈴木 三代 

 

 

説明者 

 事業所名  ミルトデイサービスセンター 

 氏  名   榊原 恵美      印 

  

 

                    

 

 

 私は、事業者から重要な事項の説明を受け、サービスの提供開始について同意しました。 

 

利用者  住所 

     氏名            印 

 

 （代理人） 住所 

      氏名            印 

 

 

 

 

 


